
令 和 ２ 年 ２ 月 ２ ５ 日 招 集 

第２回天草市議会（定例会）議案書 

天 草 市 



令和２年第２回天草市議会（定例会）議案 

議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果 

議第２号 

天草市行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する条例及び天草市固

定資産評価審査委員会条例の一部を改

正する条例の制定について 

令和２年 

２月２５日 

議第３号 

天草市議会議員その他非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

〃   

議第４号 
天草市地区コミュニティセンター条例

の一部を改正する条例の制定について 
〃   

議第５号 
天草市運動広場条例の一部を改正する

条例の制定について 
〃   

議第６号 

天草市放課後児童健全育成事業の設備

及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

〃   

議第７号 
天草市立保育所条例の一部を改正する

条例の制定について 
〃   

議第８号 

天草市在宅介護支援サテライト施設条

例の一部を改正する条例の制定につい

て 

〃   

議第９号 
天草市保健福祉センター条例等の一部

を改正する等の条例の制定について 
〃   

議第１０号 
天草市手数料条例の一部を改正する条

例の制定について 
〃   

議第１１号 

天草市印鑑の登録及び証明に関する条

例の一部を改正する条例の制定につい

て 

〃   

議第１２号 
天草市企業立地促進条例の一部を改正

する条例の制定について 
〃   

議第１３号 
天草市森林環境譲与税基金条例の制定

について 
〃   

議第１４号 

天草市新和小宮地地区農業構造改善セ

ンター条例を廃止する条例の制定につ

いて 

〃   

- 2 -



議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果 

議第１５号 

天草市総合交流ターミナル施設ユメー

ル条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

令和２年 

２月２５日 

議第１６号 
天草市バンガロー等施設条例の一部を

改正する等の条例の制定について 
〃   

議第１７号 
天草市営住宅条例等の一部を改正する

条例の制定について 
〃   

議第１８号 
天草市一般住宅条例の一部を改正する

条例の制定について 
〃   

議第１９号 
天草市ふれあいセンター条例の一部を

改正する条例の制定について 
〃   

議第２０号 

天草市水道事業及び下水道事業の設置

等に関する条例及び天草市病院事業の

設置等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

〃   

議第２１号 あらたに生じた土地の確認について 〃   

議第２２号 字の区域の変更について 〃   

議第２３号 
第２次天草市総合計画後期基本計画の

変更について 
〃   

議第２４号 指定管理者の指定について 〃   

議第２５号 指定管理者の指定について 〃   

議第２６号 指定管理者の指定について 〃   

議第２７号 
公有水面埋立免許に関する意見を述べ

ることについて 
〃   

議第２８号 市道路線の認定及び廃止について 〃   
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議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果 

議第２９号 
令和元年度天草市一般会計補正予算

（第１０号） 

令和２年 

２月２５日 

議第３０号 令和２年度天草市一般会計予算 〃   

議第３１号 
令和２年度天草市国民健康保険特別会

計予算 
〃   

議第３２号 
令和２年度天草市介護保険特別会計予

算 
〃   

議第３３号 
令和２年度天草市後期高齢者医療特別

会計予算 
〃   

議第３４号 
令和２年度天草市浄化槽市町村整備推

進事業特別会計予算 
〃   

議第３５号 
令和２年度天草市国民健康保険診療施

設特別会計予算 
〃   

議第３６号 
令和２年度天草市歯科診療所特別会計

予算 
〃   

議第３７号 
令和２年度天草市斎場事業特別会計予

算 
〃   

議第３８号 
令和２年度天草市一町田財産区特別会

計予算 
〃   

議第３９号 
令和２年度天草市新合財産区特別会計

予算 
〃   

議第４０号 令和２年度天草市病院事業会計予算 〃   

議第４１号 令和２年度天草市水道事業会計予算 〃   

議第４２号 令和２年度天草市下水道事業会計予算 〃   
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議第２号 

   天草市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例及び天草市固定資産評価

審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例及び天草市固定資産評価審査

委員会条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例及び天草市固定資産評価

審査委員会条例の一部を改正する条例 

（天草市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正） 

第１条 天草市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１８年天草市条

例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を 

活用した行政の推進等に関する法律」に、「第９条第１項」を「第１３条第１項」に改める。 

 （天草市固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第２条 天草市固定資産評価審査委員会条例（平成１８年天草市条例第２７号）の一部を次の

ように改正する。 

第６条第３項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信 

技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第３条第１項」を「第６条第１項」に改

める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 （提案理由） 

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成１４年法律第１５１号）の一
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部改正に伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第３号 

   天草市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 天草市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定するものとする。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条

例 

天草市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（平成１８年天草市条例

第３７号）の一部を次のように改正する。 

第５条に次の１号を加える。 

 給料を支給される職員 法第２条第４項に規定する平均給与額の例により実施機関が市

長と協議して定める額 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 会計年度任用職員制度の導入に伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 

- 7 -



議第４号 

   天草市地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

天草市地区コミュニティセンター条例（平成１８年天草市条例第２１号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第２一町田地区コミュニティセンターの項を次のように改める。 

一町田地区コミュ

ニティセンター 

集会室 ４００円 ４００円

大会議室 ２００円 ２００円

小会議室 １００円 １００円

調理実習室 １００円 １００円

和室１ １００円 １００円

和室２ １００円 １００円

   附 則 

 この条例は、令和２年７月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 一町田地区コミュニティセンターの改築に伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第５号 

   天草市運動広場条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市運動広場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市運動広場条例の一部を改正する条例 

天草市運動広場条例（平成１８年天草市条例第１０４号）の一部を次のように改正する。 

第９条第１項ただし書中「ただし」の次に「、天草市下浦運動広場アーチェリー場」を加え

る。 

別表第１天草市下浦運動広場の項の次に次のように加える。 

天草市下浦運動広場アーチェリー場 天草市下浦町５１番地 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第９条関係） 

区分 使用料（１時間当たり） 

天草市下浦運動広場アーチェリー場

（１人当たり） 

一般 ５０円

高校生以下 ２０円

天草市栖本総合グラウンドテニスコ

ート（１面当たり） 

一般 ３００円

高校生以下 １５０円

相撲場（１面当たり） 一般 １００円

高校生以下 無料

 （備考） 利用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間として計算する。 

 別表第３天草市下田北運動広場夜間照明施設の項及び天草市下田南運動広場夜間照明施設の

項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 社会体育施設の整備等に伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第６号 

   天草市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 天草市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定するものとする。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例 

天草市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年天草市条例

第２５号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第３項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２５２条の１９第１項の指定都市の長」を加える。 

附則第２条中「平成３２年３月３１日」を「令和５年３月３１日」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第２条の改正規定は、令和２年４月１日

から施行する。 

 （提案理由） 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号）

の一部改正を踏まえ、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第７号 

   天草市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市立保育所条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市立保育所条例の一部を改正する条例 

天草市立保育所条例（平成１８年天草市条例第１２６号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表天草市立栖本保育所の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 天草市立栖本保育所の廃止に伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第８号 

   天草市在宅介護支援サテライト施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市在宅介護支援サテライト施設条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市在宅介護支援サテライト施設条例の一部を改正する条例 

天草市在宅介護支援サテライト施設条例（平成１８年天草市条例第１３７号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条の表を次のように改める。 

名称 位置 

在宅介護支援サテライト施設うしぶか 天草市牛深町２０６５番地９

在宅介護支援サテライト施設おにき 天草市魚貫町５５３６番１ 

第３条中「天草市在宅介護支援サテライト施設（以下「在宅介護支援サテライト施設」とい

う。）」を「在宅介護支援サテライト施設」に改める。 

第５条第１項中「午前８時３０分」を「、午前８時３０分」に、「とし、入浴は」を「（在

宅介護支援サテライト施設おにきにおける入浴施設の利用時間は、」に、「とする」を「）と

する」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 在宅介護支援サテライト施設の移転に伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第９号 

   天草市保健福祉センター条例等の一部を改正する等の条例の制定について 

 天草市保健福祉センター条例等の一部を改正する等の条例を次のように制定するものとする。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市保健福祉センター条例等の一部を改正する等の条例 

 （天草市保健福祉センター条例の一部改正） 

第１条 天草市保健福祉センター条例（平成１８年天草市条例第１４９号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条の表有明保健センターの項を削る。 

別表有明保健センターの項を削る。 

 （天草市多目的集会所条例の一部改正） 

第２条 天草市多目的集会所条例（平成１８年天草市条例第１７４号）の一部を次のように改

正する。 

  第２条の表二浦地区多目的研修集会施設の項、倉岳多目的研修集会施設の項及び福連木多

目的集会所の項を削る。 

  第３条中「、二浦地区多目的研修集会施設、倉岳多目的研修集会施設及び福連木多目的集

会所」及び「これらを」を削る。 

  別表二浦地区多目的研修集会施設の項、倉岳多目的研修集会施設の項及び福連木多目的集

会所の項を削る。 

 （天草市漁村センター条例の一部改正） 

第３条 天草市漁村センター条例（平成１８年天草市条例第１９７号）の一部を次のように改

正する。 

  第２条の表御所浦漁村センターの項及び大江漁村環境改善総合センターの項を削る。 

  別表御所浦漁村センターの項及び大江漁村環境改善総合センターの項を削る。 

 （天草市魚貫町交流促進センター条例の廃止） 
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第４条 天草市魚貫町交流促進センター条例（平成１８年天草市条例第１８０号）は、廃止す

る。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 地区コミュニティセンターに併設されている施設の廃止に伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１０号 

   天草市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市手数料条例の一部を改正する条例 

天草市手数料条例（平成１８年天草市条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１９号の２を削る。 

 別表第７備考６中「有する部分」の次に「（都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第

１項第１号に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準のうち共用部分

を計算しない評価方法によって申請された場合は、共用部分を除く。）」を加える。 

 別表第８を次のように改める。 

別表第８（第２条関係） 

建築物エネルギー消費性能適合性判定申請又は通知手数料 

区分 手数料の額 

評価手法等 建築物エネルギー消費性能適合性判定に

係る面積 

判定申請 変更判定申請 

性能向上計画

認定通知書が

添付された場

合（建築物省

エネ法第29条

第3項に規定す

る他の建築物

に限る。） 

面積が300平方メートル未満のもの 10,000円 5,000円

面積が300平方メートル以上2,000平方メ

ートル未満のもの 

26,000円 13,000円

面積が2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満のもの 

78,000円 39,000円

面積が5,000平方メートル以上10,000平方

メートル未満のもの 

123,000円 61,500円

面積が10,000平方メートル以上25,000平 155,000円 77,500円
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方メートル未満のもの 

面積が25,000平方メートル以上のもの 194,000円 97,000円

性能向

上計画

認定通

知書が

添付さ

れない

場合 

モデル

建物法

により

評価さ

れてい

るもの

面積が300平方メートル未満のもの 77,000円 38,500円

面積が300平方メートル以上2,000平方メ

ートル未満のもの 

129,000円 64,500円

面積が2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満のもの 

209,000円 104,500円

面積が5,000平方メートル以上10,000平方

メートル未満のもの 

273,000円 136,500円

面積が10,000平方メートル以上25,000平

方メートル未満のもの 

328,000円 164,000円

面積が25,000平方メートル以上のもの 385,000円 192,500円

標準入

力法又

は主要

室入力

法によ

り評価

されて

いるも

の 

面積が300平方メートル未満のもの 201,000円 100,500円

面積が300平方メートル以上2,000平方メ

ートル未満のもの 

325,000円 162,500円

面積が2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満のもの 

464,000円 232,000円

面積が5,000平方メートル以上10,000平方

メートル未満のもの 

572,000円 286,000円

面積が10,000平方メートル以上25,000平

方メートル未満のもの 

676,000円 338,000円

面積が25,000平方メートル以上のもの 771,000円 385,000円

（備考） 

１ この表において「性能向上計画認定通知書」とは、建築物省エネ法第２９条第１項に

規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の同法第３０条第１項（同法第３１条第２

項において準用する場合を含む。）の規定による認定に係る通知書の写しをいう。 

２ この表において「モデル建物法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省

令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号）第１条第１項第１号ロ、第１０条第

１号イ 及びロ に規定する基準により評価する方法をいう。 
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３ この表において「標準入力法」及び「主要室入力法」とは、建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第１条第１項第１号イ並びに第１０条第１号イ 及びロ に規定

する基準により評価する方法をいう。 

４ この表において「建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積」とは、建築物省

エネ法施行令第４条第１項に規定する床面積から、市長が指定する建築物の部分の床面

積を除いたものをいう。  

 別表第９備考６中「第１条第１号ロ」を「第１条第１項第１号ロ」に改め、「規定する基準」

の次に「により評価する方法」を加え、同表備考７中「第１条第１号イ」を「第１条第１項第 

１号イ」に改め、「規定する基準」の次に「により評価する方法」を加え、同表備考に次のよ 

うに加える。 

１４ 建築物が住宅部分を有する場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

第４条第３項の規定による設計一次エネルギー消費量の計算及び同省令第１２条第２項

の規定による誘導基準一次エネルギー消費量の計算につき共用部分（住宅部分のうち単

位住戸以外の部分をいう。）に係る数値を加えない方法が採られた申請である場合は、

手数料の額の算定において当該共用部分の面積を除外する。 

性能基準に

より評価さ

れているも

の 

 性能基準に

より評価す

る方法 

仕様基準に

より評価さ

れているも

の 

 仕様基準に

より評価す

る方法、モ

デル住宅法

又はフロア

入力法 

別表第１０住宅部分の項中 を

「 

」 

「 

」 

に改め、同表備 
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考７中「第１条第２号イ 」を「第１条第１項第２号イ 」に改め、同表備考８中「第１条第

２号イ 及びロ 」を「第１条第１項第２号イ 及びロ 」に改め、同表中備考第１１を備考

第１３とし、同表備考１０中「第１条第１号イ」を「第１条第１項第１号イ」に改め、「規定

する基準」の次に「により評価する方法」を加え、同表備考１０を同表備考１２とし、同表備

考９中「第１条第１号ロ」を「第１条第１項第１号ロ」に改め、「規定する基準」の次に「に

より評価する方法」を加え、同表備考９を同表備考１１とし、同表備考８の次に次のように加

える。 

９ この表において「モデル住宅法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省

令第１条第１項第２号イ (i)及びロ に規定する基準により評価する方法をいう。 

１０ この表において「フロア入力法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める 

省令第１条第１項第２号イ (ii)及びロ に規定する基準により評価する方法をいう。 

別表第１０備考に次のように加える。 

１４ 建築物が住宅部分を有する場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

第４条第３項の規定による設計一次エネルギー消費量の計算及び同省令第５条第３項の

規定による基準一次エネルギー消費量の計算につき共用部分（住宅部分のうち単位住戸

以外の部分をいう。）に係る数値を加えない方法が採られた申請である場合は、手数料

の額の算定において当該共用部分の面積を除外する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第１９号の２を削る改正規定は、情報

通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効

率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する

法律（令和元年法律第１６号）附則第１条第６号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布

の日のいずれか遅い日から施行する。 

 （提案理由） 

 手数料の見直しに伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１１号 

   天草市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

天草市印鑑の登録及び証明に関する条例（平成１８年天草市条例第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条ただし書を次のように改める。 

ただし、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。 

 満１５歳未満の者 

 意思能力を有しない者（前号に掲げる者を除く。） 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 （提案理由） 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法

律（令和元年法律第３７号）の施行を踏まえ、印鑑の登録要件を見直すため、条例を改正する

必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１２号 

   天草市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市企業立地促進条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市企業立地促進条例の一部を改正する条例 

天草市企業立地促進条例（平成１９年天草市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第９条第１項第２号中「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」を「短時間労働者

及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に、「第２条」を「第２条第１項」に

改める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第７６号）の一部改正に伴い、

条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１３号 

   天草市森林環境譲与税基金条例の制定について 

 天草市森林環境譲与税基金条例を次のように制定するものとする。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市森林環境譲与税基金条例 

（設置） 

第１条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号）第３４条第１

項各号に掲げる施策に要する費用に充てるため、天草市森林環境譲与税基金（以下「基金」

という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金の原資は、森林環境譲与税をもって充てる。 

２ 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し

なければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するも

のとする。 

 （繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定

めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 市長は、第１条に規定する目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処

分することができる。 
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 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 （提案理由） 

 森林の整備及びその促進に関する施策を実施する基金を創設するため、条例を制定する必要

がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１４号 

   天草市新和小宮地地区農業構造改善センター条例を廃止する条例の制定について 

 天草市新和小宮地地区農業構造改善センター条例を廃止する条例を次のように制定するもの

とする。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市新和小宮地地区農業構造改善センター条例を廃止する条例 

天草市新和小宮地地区農業構造改善センター条例（平成１８年天草市条例第１７９号）は、

廃止する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 （提案理由） 

 新和小宮地地区農業構造改善センターの廃止に伴い、条例を廃止する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１５号 

   天草市総合交流ターミナル施設ユメール条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市総合交流ターミナル施設ユメール条例の一部を改正する条例を次のように制定するも

のとする。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市総合交流ターミナル施設ユメール条例の一部を改正する条例 

天草市総合交流ターミナル施設ユメール条例（平成１８年天草市条例第２１８号）の一部を

次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第８条、第１６条関係） 

ア 入浴料 

区分 一般 

３歳未満 無料

３歳以上小学生未満 ３２０円

小学生 ４２０円

中学生以上 ５３０円

（備考） 入浴料回数券を発行する場合は、１０枚につき１枚を加算する。 

イ 家族風呂 

区分 料金 

１浴室 入浴料＋１時間１，０５０円（１時間超過ごとに１，０

５０円） 

ウ 交流研修室 

区分 料金 

交流研修室１ １室 １時間８４０円（１時間超過ごとに８４０円） 
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交流研修室２ １室 １時間５３０円（１時間超過ごとに５３０円） 

交流研修室３ １室 １時間５３０円（１時間超過ごとに５３０円） 

エ 研修室 

区分 料金 

研修室１ １室 １時間２，１００円（１時間超過ごとに２，１００円） 

研修室２ １室 １時間１，５８０円（１時間超過ごとに１，５８０円） 

オ １５人以上の団体については、入浴料の割引をすることができる。 

附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に発行された入浴会員券の取扱いについては、なお従前の例による。 

  （提案理由） 

天草市総合交流ターミナル施設ユメールの利用料金の見直し等に伴い、条例を改正する必要

がある。 

これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１６号 

   天草市バンガロー等施設条例の一部を改正する等の条例の制定について 

 天草市バンガロー等施設条例の一部を改正する等の条例を次のように制定するものとする。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市バンガロー等施設条例の一部を改正する等の条例 

 （天草市バンガロー等施設条例の一部改正） 

第１条 天草市バンガロー等施設条例（平成１８年天草市条例第２２８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条の表に次のように加える。 

藍の岬キャンプ場 天草市天草町高浜北８９７番地１及び８９

９番地 

別表第１に次のように加える。 

藍の岬キャンプ場 １月１日から１月３日まで及び１２月２９日から１２月

３１日までの日 

別表第２に次のように加える。 

藍の岬キャンプ場 午後１時から翌日午前１

０時まで 

別表第３に次のように加える。 

藍の岬キャンプ場 テントサイト １泊１張当たり １，０００円

 （天草市藍の岬キャンプ村条例の廃止） 

第２条 天草市藍の岬キャンプ村条例（平成１８年天草市条例第２１９号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 天草市藍の岬キャンプ村の廃止に伴い、同施設のテントサイトをキャンプ施設として管理す

るため、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 

- 28 -



議第１７号 

   天草市営住宅条例等の一部を改正する条例の制定について 

天草市営住宅条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市営住宅条例等の一部を改正する条例 

 （天草市営住宅条例の一部改正） 

第１条 天草市営住宅条例（平成１８年天草市条例第２３５号）の一部を次のように改正する。 

第２０条中第４項を第５項とし、同条第３項中「未納の家賃」を「賃貸借に基づいて生じ

た金銭の給付を目的とする債務の不履行」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次

に次の１項を加える。 

３ 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市

長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長

に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。 

第４２条第３項中「年５分の割合」を「法定利率」に改める。 

 （天草市特定公共賃貸住宅条例の一部改正） 

第２条 天草市特定公共賃貸住宅条例（平成１８年天草市条例第２３６号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１７条第２項中「前項」を「第１項」に、「家賃の滞納その他の」を「賃貸借に基づい

て生じた金銭の給付を目的とする」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の

１項を加える。 

 ２ 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市

長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長

に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。 

  第１８条第１項中「畳の表替え、破損ガラスの取替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替

え、給水栓の取替えその他附帯施設の構造上重要でない部分」を「次条第３号及び第４号」
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に改める。 

第１９条第３号を削り、同条に次の２号を加える。 

 畳の表替え、ふすま紙の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用 

 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用 

 （天草市営改良住宅条例の一部改正） 

第３条 天草市営改良住宅条例（平成１８年天草市条例第２３７号）の一部を次のように改正

する。 

  第９条中第４項を第５項とし、同条第３項中「未納の家賃」を「賃貸借に基づいて生じた

金銭の給付を目的とする債務の不履行」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に

次の１項を加える。 

３ 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市

長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長

に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 民法（明治２９年法律第８９号）の一部改正を踏まえ、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１８号 

   天草市一般住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市一般住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市一般住宅条例の一部を改正する条例 

天草市一般住宅条例（平成１８年天草市条例第２４０号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１元下須一般住宅３号棟の項及び浦一般住宅の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 （提案理由） 

 一般住宅の廃止に伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１９号 

   天草市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例 

天草市ふれあいセンター条例（平成１８年天草市条例第１１０号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条の表深海町下平いきいきふれあい館の項を削る。 

 別表深海町下平いきいきふれあい館の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 深海町下平いきいきふれあい館の廃止に伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第２０号 

   天草市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び天草市病院事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び天草市病院事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和２年２月２５日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び天草市病院事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例 

 （天草市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 天草市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成１８年天草市条例第２５

６号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の２第８項」に改める。 

 （天草市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 天草市病院事業の設置等に関する条例（平成２１年天草市条例第８５号）の一部を次

のように改正する。 

  第７条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の２第８項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正に伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第２１号 

あらたに生じた土地の確認について 

天草市の区域内に公有水面の埋立てにより、あらたに次に掲げる土地を生じたため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定により確認するものとする。 

令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

１工区 

天草市御所浦町横浦字瀬ノ浦３９６番８に隣接する無番地地先並びに４０３番２に隣接する

道路地先並びに４２６番１、４２６番３、４２７番１及び４２７番６に隣接する無番地に隣接

する道路地先並びに字朝白４２８番４、４２８番１、４２８番２及び４２８番３に隣接する無

番地に隣接する道路地先並びに４４７番４に隣接する無番地地先公有水面埋立地 

３６６．２１平方メートル 

２工区 

天草市御所浦町横浦字朝白４４７番３に隣接する無番地地先並びに４４７番２、４４８番に

隣接する無番地及び４４８番に隣接する道路地先並びに平成２０年１２月１９日付け天草市指

令第７５８号の免許に係る埋立地地先公有水面埋立地 

１３７．９３平方メートル 

合計 ５０４．１４平方メートル 

（提案理由） 

 市の区域内にあらたに生じた土地を確認するには、地方自治法第９条の５第１項の規定によ

り、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第２２号 

   字の区域の変更について 

公有水面の埋立てにより、あらたに次に掲げる土地を生じたため、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２６０条第１項の規定により天草市の字の区域を次のとおり変更するものと

する。 

  令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

あらたに生じた土地 編入する字 

天草市御所浦町横浦字瀬ノ浦３９６番８に隣接する無番地地先並び

に４０３番２に隣接する道路地先並びに４２６番１、４２６番３、４

２７番１及び４２７番６に隣接する無番地に隣接する道路地先公有水

面埋立地 

１４６．５５平方メートル 

天草市御所浦町 

横浦字瀬ノ浦 

天草市御所浦町横浦字朝白４２８番４、４２８番１、４２８番２及

び４２８番３に隣接する無番地に隣接する道路地先並びに４４７番４

に隣接する無番地地先公有水面埋立地 

２１９．６６平方メートル 

天草市御所浦町横浦字朝白４４７番３に隣接する無番地地先並びに

４４７番２、４４８番に隣接する無番地及び４４８番に隣接する道路

地先並びに平成２０年１２月１９日付け天草市指令第７５８号の免許

に係る埋立地地先公有水面埋立地 

１３７．９３平方メートル 

天草市御所浦町 

横浦字朝白 

（提案理由） 

 市の区域内の字の区域を変更するには、地方自治法第２６０条第１項の規定により、議会の
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議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第２３号 

第２次天草市総合計画後期基本計画の変更について 

 第２次天草市総合計画後期基本計画を別冊のように変更するものとする。 

  令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

（提案理由） 

天草市総合計画の基本計画を変更するには、天草市議会基本条例（平成２４年天草市条例第

２４号）第１１条第１項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第２４号 

指定管理者の指定について 

天草市地区コミュニティセンター条例（平成１８年天草市条例第２１号）第１７条第１項の

規定に基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

二江地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者となる団体 

天草市五和町二江３０６６番地 

二江まちづくり振興会 

３ 指定の期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

（提案理由） 

指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議第２５号 

指定管理者の指定について 

天草市地区コミュニティセンター条例（平成１８年天草市条例第２１号）第１７条第１項の

規定に基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

一町田地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者となる団体 

天草市河浦町河浦５２２３番地 

一町田地区振興会 

３ 指定の期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

（提案理由） 

指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議第２６号 

指定管理者の指定について 

 天草市天草宝島国際交流会館ポルト条例（平成１９年天草市条例第７４号）第１６条第１項

の規定に基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  天草宝島国際交流会館ポルト 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市中央新町１５番７号 

  一般社団法人天草宝島観光協会 

３ 指定の期間 

  令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第２７号 

公有水面埋立免許に関する意見を述べることについて 

公有水面埋立免許に関しては、免許権者（天草市長）に対し、次のとおり意見を述べるもの

とする。 

令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

１ 出願者の住所及び氏名 

  熊本県熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 道路管理者  熊本県   

２ 埋立位置及び埋立区域 

 埋立位置 

   １工区 

     天草市新和町中田字宿守９５番１、９６番２、９５番２、９６番３、９４番３、９

１番４、９１番１に隣接する道路地先公有水面 

   ２工区 

     天草市新和町中田字前宿守９０番１、６１番及びこれらの区域に隣接介在する道路

地先公有水面 

 埋立区域 

   １工区 

     次の①の地点から⑳の地点を順次に直線で結んだ線及び⑳の地点と①の地点を結ぶ

平成３１年春分の満潮位（ＴＰ＋１．６８ｍ）における公有水面と陸地との境界線に

より囲まれた区域 

①の地点 基点 三等三角点広浦 （北緯３２度１９分２１．４９２９秒、東経１

３０度１０分４７. ７０８１秒の地点）から２８９度５５分３０秒２３３９．４６

ｍの地点 

②の地点 ①の地点から  １５６ 度１７分０３秒   ３２．０８ｍの地点 

③の地点 ②の地点から  １５４ 度３８分２９秒   ４０．０２ｍの地点 
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④の地点  ③の地点から  １５４度５６分２４秒   ２０．０１ｍの地点 

⑤の地点  ④の地点から  １５５度３９分３４秒   １０．００ｍの地点 

⑥の地点  ⑤の地点から  １５６度２６分２５秒   ３０．００ｍの地点 

⑦の地点  ⑥の地点から  １５５度０１分１６秒    ９．７４ｍの地点 

⑧の地点  ⑦の地点から  １５２度５６分２３秒   ９．４２ｍの地点 

⑨の地点  ⑧の地点から  １４７度２２分４０秒   １２．０８ｍの地点 

⑩の地点  ⑨の地点から  １４１度４５分４３秒     ６．２８ｍの地点 

⑪の地点  ⑩の地点から  １３８度３３分１９秒     ３．５０ｍの地点 

⑫の地点  ⑪の地点から  １３６度０２分５６秒     ５．７６ｍの地点 

⑬の地点  ⑫の地点から  １３３度２１分３８秒     ９．５７ｍの地点 

⑭の地点  ⑬の地点から  １３１度４５分５０秒     ８．６９ｍの地点 

⑮の地点  ⑭の地点から  １３０度０２分３４秒   １１．２３ｍの地点 

⑯の地点  ⑮の地点から  １３１度３３分５１秒   １３．５３ｍの地点 

⑰の地点  ⑯の地点から  １３８度４１分４６秒     ５．５７ｍの地点 

⑱の地点  ⑰の地点から  １４６度１３分０８秒     ６．６３ｍの地点 

⑲の地点  ⑱の地点から  １５４度０１分５８秒     ５．７０ｍの地点 

⑳の地点  ⑲の地点から  １７７度０７分４３秒     ６．６３ｍの地点 

２工区 

次の①の地点から⑥の地点を順次に直線で結んだ線及び⑥の地点と①の地点を結

ぶ平成３１年春分の満潮位（ＴＰ＋１．６８ｍ）における公有水面と陸地との境界線

により囲まれた区域 

①の地点 基点 三等三角点広浦 （北緯３２度１９分２１．４９２９秒、東経１

３０度１０分４７. ７０８１秒の地点）から２８５度１６分１０秒２１５０．６１

ｍの地点 

②の地点 ①の地点から  １８９度０１分３５秒   ３．６１ｍの地点 

③の地点 ②の地点から  １９９度３４分２０秒  １０．５９ｍの地点  

④の地点 ③の地点から  ２１１度１９分３０秒  １５．９６ｍの地点  

⑤の地点 ④の地点から  ２１１度１８分１３秒  ３０．００ｍの地点 

⑥の地点 ⑤の地点から  ２１０度４６分００秒  ２３．８８ｍの地点 
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３ 埋立地の用途 

道路用地 

工区 用途 利用計画 面積（㎡） 

１工区 道路用地 

道路敷 ３，３０１．８１

護岸 ４４０．１１

計 ３，７４１．９２

２工区 道路用地 

道路敷 ５３７．５６

護岸 １４３．４０

計 ６８０．９６

４ 埋立地の面積 

  １工区   ３，７４１．９２平方メートル 

  ２工区     ６８０．９６平方メートル 

  合 計   ４，４２２．８８平方メートル 

意見 公有水面埋立免許をされることについては、何ら異議ありません。 

 （提案理由） 

 埋立免許権者に対して公有水面埋立免許に関する意見を述べようとするときは、公有水面埋

立法（大正１０年法律第５７号）第３条第４項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第２８号 

市道路線の認定及び廃止について 

 市道の路線を次のように認定及び廃止するものとする。 

  令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

１ 認定する路線 

路線番号 路 線 名 起  点 終  点 
総延長

ｍ 

道路敷 

幅員ｍ 

２５２ 時藤道面線 
天草市本町下河内字

下向９１３番地先 

天草市本町下河内字

時藤９２６番２地先 
117.5 

5.4～

8.8 

２ 廃止する路線 

路線番号 路 線 名 起  点 終  点 
総延長

ｍ 

道路敷 

幅員ｍ 

２５２ 時藤道面線 
天草市本町下河内字

下向９１３番地先 

天草市本町下河内字

時藤９６７番１地先 
280.0 

4.5～

8.8 

 （提案理由） 

 市道の路線を認定及び廃止するには、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項 

及び第１０条第３項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第２９号 

令和元年度天草市一般会計補正予算（第１０号） 

令和元年度天草市の一般会計の補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ６４０，９８５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ５８，４７２，

９１１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
 
4
5
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

15 国庫支出金 6,969,378 195,750 7,165,128

1 国庫負担金 5,155,656 109,887 5,265,543

2 国庫補助金 1,797,397 85,863 1,883,260

16 県支出金 4,083,985 53,822 4,137,807

1 県負担金 2,296,450 28,325 2,324,775

2 県補助金 1,476,664 25,497 1,502,161

18 寄附金 655,101 23,200 678,301

1 寄附金 655,101 23,200 678,301

19 繰入金 2,530,086 268,513 2,798,599

2 基金繰入金 2,530,086 268,513 2,798,599

22 市債 6,829,700 99,700 6,929,400

1 市債 6,829,700 99,700 6,929,400

36,763,676 36,763,676

57,831,926 640,985 58,472,911

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

-
 
4
6
 
-



歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

2 総務費 13,039,134 251,528 13,290,662

1 総務管理費 12,261,490 240,242 12,501,732

4 戸籍住民基本台帳費 123,142 11,286 134,428

3 民生費 17,308,199 168,931 17,477,130

1 社会福祉費 4,722,249 137,290 4,859,539

3 児童福祉費 6,582,851 12,323 6,595,174

4 生活保護費 1,486,995 19,318 1,506,313

5 農林水産業費 2,484,902 34,520 2,519,422

2 林業費 280,395 6,520 286,915

3 水産業費 763,719 28,000 791,719

6 商工費 2,021,322 11,497 2,032,819

1 商工費 2,021,322 11,497 2,032,819

7 土木費 3,826,623 19,975 3,846,598

2 道路橋梁費 1,627,560 14,475 1,642,035

3 河川費 257,821 5,500 263,321

9 教育費 3,298,365 154,534 3,452,899

1 教育総務費 1,263,704 154,534 1,418,238

15,853,381 15,853,381

57,831,926 640,985 58,472,911

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

-
 
4
7
 
-



第２表　繰越明許費補正

１　追　加 （単位：千円）

　２　総務費 　１　総務管理費 1,590

51,098

10,164

　３　民生費 　２　高齢者福祉費 154,251

　５　農林水産業費 　１　農業費 10,500

　３　水産業費 31,000

121,000

55,000

　６　商工費 　１　商工費 5,925

11,497

22,473

　７　土木費 　１　土木管理費 2,000

　２　道路橋梁費 5,500

　３　河川費 3,000

　９　教育費 　１　教育総務費 154,534

２　変　更 （単位：千円）

金額 金額

　７　土木費 　２　道路橋梁費 165,900 234,373

5,000 13,000

御所浦白亜紀資料館改築整備事業

民間建築物耐震改修促進事業

市道維持補修事業

土砂災害危険住宅移転促進事業

款 項

６次産業化推進事業

プレミアム付商品券事業

水産基盤整備事業

事　　　業　　　名

海岸堤防等老朽化対策事業

水産物供給基盤機能保全事業

金　額

牛深港周辺整備事業

公的介護施設等整備費補助金

養豚農場野生動物侵入防護柵整備緊急支援事業

防犯灯整備事業

スポーツ拠点施設整備事業

款 項
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

事　　　業　　　名 事　　　業　　　名

学校通信ネットワーク整備事業

市道改良（交付金）事業 補正前に同じ

市道改良（単独）事業 補正前に同じ

-
 
4
8
 
-



第３表　地方債補正

１　追　加 （単位：千円）

学校通信ネットワーク
整備事業

証書借入
又は
証券発行

２　変　更 （単位：千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

道路橋梁整備事業 567,400
証書借入
又は
証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

　政府資金について
はその融資条件によ
り、銀行その他の場
合にはその債権者と
協定するものによ
る。ただし、市財政
の都合により据置期
間及び償還期限を短
縮し、又は繰上償還
もしくは低利に借換
えすることができ
る。

581,800
補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

河川整備事業 120,000 〃 〃 〃 125,500 〃 〃 〃

補 正 前 補 正 後
起債の目的

起債の目的

79,800

　５．０％以内
（ただし、利率見直し方式で借
り入れる資金について、利率の
見直しを行った後においては、
当該見直し後の利率）

　政府資金についてはその融資条件
により、銀行その他の場合にはその
債権者と協定するものによる。ただ
し、市財政の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、又は繰上償還
もしくは低利に借換えすることがで
きる。

限度額 起債の方法 利率 償還の方法

-
 
4
9
 
-



議第３０号 

令和２年度天草市一般会計予算 

令和２年度天草市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ５２，８０８，３８１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

「第２表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

  各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

-
 
5
0
 
-



令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
 
5
1
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 市税 7,409,411

1 市民税 2,945,264

2 固定資産税 3,355,247

3 軽自動車税 279,205

4 市たばこ税 495,000

6 入湯税 31,000

7 都市計画税 303,695

2 地方譲与税 537,946

1 地方揮発油譲与税 120,000

2 自動車重量譲与税 353,000

3 森林環境譲与税 63,746

4 航空機燃料譲与税 1,200

3 利子割交付金 6,000

1 利子割交付金 6,000

4 配当割交付金 9,000

1 配当割交付金 9,000

5 株式等譲渡所得割交付金 8,000

1 株式等譲渡所得割交付金 8,000

6 法人事業税交付金 20,000

1 法人事業税交付金 20,000

金 額

-
 
5
2
 
-



     歳        入 (単位：千円)

款 項 金 額

7 地方消費税交付金 1,843,000

1 地方消費税交付金 1,843,000

8 ゴルフ場利用税交付金 9,000

1 ゴルフ場利用税交付金 9,000

9 環境性能割交付金 48,000

1 環境性能割交付金 48,000

10 地方特例交付金 30,000

1 地方特例交付金 30,000

11 地方交付税 22,456,000

1 地方交付税 22,456,000

12 交通安全対策特別交付金 5,000

1 交通安全対策特別交付金 5,000

13 分担金及び負担金 296,258

1 分担金 44,135

2 負担金 252,123

14 使用料及び手数料 643,561

1 使用料 463,345

2 手数料 180,216

15 国庫支出金 6,955,584

1 国庫負担金 5,248,756

2 国庫補助金 1,693,180

3 国庫委託金 13,648

-
 
5
3
 
-



     歳        入 (単位：千円)

款 項 金 額

16 県支出金 3,893,669

1 県負担金 2,466,855

2 県補助金 1,257,632

3 県委託金 169,182

17 財産収入 95,038

1 財産運用収入 82,944

2 財産売払収入 12,094

18 寄附金 700,000

1 寄附金 700,000

19 繰入金 2,883,545

2 基金繰入金 2,883,545

20 繰越金 1

1 繰越金 1

21 諸収入 769,068

1 延滞金、加算金及び過料 3,026

2 市預金利子 52

3 貸付金元利収入 185,024

4 受託事業収入 3,224

5 雑入 577,742

22 市債 4,190,300

1 市債 4,190,300

52,808,381歳 入 合 計

-
 
5
4
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 議会費 275,975

1 議会費 275,975

2 総務費 8,625,333

1 総務管理費 7,949,094

2 徴税費 332,815

3 地籍調査費 47,464

4 戸籍住民基本台帳費 166,227

5 選挙費 27,298

6 統計調査費 59,088

7 監査委員費 43,347

3 民生費 17,055,480

1 社会福祉費 4,817,348

2 高齢者福祉費 4,471,891

3 児童福祉費 6,229,101

4 生活保護費 1,536,640

5 災害救助費 500

4 衛生費 6,167,115

1 保健衛生費 970,548

2 環境費 3,159,718

3 斎場費 82,567

4 水道費 747,104

5 病院費 1,060,230

6 看護専門学校費 146,948

金 額

-
 
5
5
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項 金 額

5 農林水産業費 2,409,468

1 農業費 1,425,544

2 林業費 337,768

3 水産業費 646,156

6 商工費 1,320,464

1 商工費 1,320,464

7 土木費 4,215,291

1 土木管理費 196,742

2 道路橋梁費 1,237,611

3 河川費 236,597

4 港湾費 189,566

5 都市計画費 2,071,846

7 住宅費 282,929

8 消防費 2,055,191

1 消防費 2,055,191

9 教育費 3,445,983

1 教育総務費 1,110,019

2 小学校費 327,068

3 中学校費 256,105

4 幼稚園費 145,466

6 学校給食費 891,749

7 社会教育費 715,576

-
 
5
6
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項 金 額

10 災害復旧費 42,347

1 農林水産施設災害復旧費 12,137

2 公共土木施設災害復旧費 30,210

11 公債費 7,165,734

1 公債費 7,165,734

13 予備費 30,000

1 予備費 30,000

52,808,381歳 出 合 計

-
 
5
7
 
-



第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事　　　項 期　　　間 限　度　額

天草市議会だより編集業務委託料 令和3年度～令和4年度 1,318

在宅介護支援サテライト施設うしぶか指定管理料 令和3年度 4,360

令和2年度商工業設備投資資金利子補給 令和3年度～令和5年度 5,700

熊本天草幹線道路連絡街路整備事業 令和3年度 434,107

-
 
5
8
 
-



第３表　地方債

（単位：千円）

起　債　の　目　的 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

地域情報化事業 99,200

コミュニティセンター整備事業 328,800

体育施設整備事業 216,000

庁舎整備事業 34,400

普通財産施設整備事業 77,000

看護専門学校施設整備事業 14,200

共聴施設整備事業 19,900

保健センター整備事業 16,900

農業農村整備事業 196,900

林道整備事業 39,000

治山事業 7,500

農林業施設整備事業 18,400

漁港施設整備事業 202,600

観光施設整備事業 109,000

道路橋梁整備事業 449,900

河川整備事業 84,500

港湾改修事業 126,700

街路整備事業 687,200

公園整備事業 49,700

景観整備事業 33,700

消防防災施設整備事業 242,300

証書借入

又は

証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、利
率の見直しを行った後におい
ては、当該見直し後の利率）

政府資金についてはその融資
条件により、銀行その他の場合
にはその債権者と協定するもの
による。ただし、市財政の都合
により据置期間及び償還期限を
短縮し、又は繰上償還もしくは
低利に借換えすることができ
る。

-
 
5
9
 
-



小学校施設整備事業 58,500

中学校施設整備事業 49,100

共同調理場施設整備事業 13,100

文化施設整備事業 67,800

臨時財政対策債 948,000

計 4,190,300

証書借入

又は

証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、利
率の見直しを行った後におい
ては、当該見直し後の利率）

政府資金についてはその融資
条件により、銀行その他の場合
にはその債権者と協定するもの
による。ただし、市財政の都合
により据置期間及び償還期限を
短縮し、又は繰上償還もしくは
低利に借換えすることができ
る。

-
 
6
0
 
-



議第３１号 

令和２年度天草市国民健康保険特別会計予算 

令和２年度天草市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １２，４６７，５９２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２，０００，０００

千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

  保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
 
6
1
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 国民健康保険税 1,703,999

1 国民健康保険税 1,703,999

2 使用料及び手数料 1,300

1 手数料 1,300

3 国庫支出金 2,321

2 国庫補助金 2,321

5 県支出金 9,641,674

1 県負担金・補助金 9,641,674

6 財産収入 487

1 財産運用収入 487

7 繰入金 1,104,366

1 一般会計繰入金 1,104,365

2 基金繰入金 1

8 繰越金 1

1 繰越金 1

9 諸収入 13,444

1 延滞金、加算金及び過料 3,100

2 預金利子 5

3 雑入 10,339

12,467,592

金 額

歳 入 合 計

-
 
6
2
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 総務費 147,605

1 総務管理費 126,562

2 徴税費 10,654

3 運営協議会費 586

4 国民健康保険特別対策事業費 9,803

2 保険給付費 9,394,333

1 療養諸費 7,981,903

2 高額療養費 1,382,930

3 移送費 300

4 出産育児諸費 25,200

5 葬祭諸費 4,000

3 国民健康保険事業費納付金 2,724,496

1 医療給付費分 1,976,190

2 後期高齢者支援金等分 568,327

3 介護納付金分 179,979

4 共同事業拠出金 5

1 共同事業拠出金 5

6 保健事業費 140,665

1 保健事業費 12,488

2 特定健康診査等事業費 101,420

3 総合保健施設事業費 26,757

金 額

-
 
6
3
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項 金 額

7 基金積立金 487

1 基金積立金 487

9 諸支出金 10,001

1 償還金及び還付加算金 10,001

10 予備費 50,000

1 予備費 50,000

12,467,592歳 出 合 計

-
 
6
4
 
-



議第３２号 

令和２年度天草市介護保険特別会計予算 

令和２年度天草市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １１，９７６，７００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３００，０００千円

と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

  保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
 
6
5
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 保険料 1,790,601

1 介護保険料 1,790,601

2 使用料及び手数料 200

1 手数料 200

3 国庫支出金 3,214,565

1 国庫負担金 1,969,086

2 国庫補助金 1,245,479

4 支払基金交付金 3,067,067

1 支払基金交付金 3,067,067

5 県支出金 1,697,967

1 県負担金 1,608,578

2 県補助金 89,389

6 財産収入 328

1 財産運用収入 328

7 繰入金 2,205,502

1 一般会計繰入金 1,911,502

2 基金繰入金 294,000

8 繰越金 1

1 繰越金 1

金 額

-
 
6
6
 
-



     歳        入 (単位：千円)

款 項 金 額

9 諸収入 469

1 延滞金、加算金及び過料 120

2 預金利子 2

3 雑入 347

11,976,700歳 入 合 計

-
 
6
7
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 総務費 256,062

1 総務管理費 152,071

2 徴収費 4,731

3 介護認定審査会費 93,176

4 趣旨普及費 436

5 計画策定委員会費 5,648

2 保険給付費 11,008,200

1 介護サービス等諸費 9,862,800

2 介護予防サービス等諸費 331,100

3 その他諸費 10,000

4 高額介護サービス等費 255,000

5 高額医療合算介護サービス等費 35,000

6 特定入所者介護サービス等費 514,300

5 地域支援事業費 587,554

1 介護予防・日常生活支援総合事業費 351,310

2 包括的支援事業・任意事業費 236,244

6 基金積立金 328

1 基金積立金 328

7 公債費 500

1 公債費 500

8 諸支出金 3,001

1 償還金及び還付加算金 3,001

金 額

-
 
6
8
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項 金 額

9 予備費 121,055

1 予備費 121,055

11,976,700歳 出 合 計

-
 
6
9
 
-



議第３３号 

令和２年度天草市後期高齢者医療特別会計予算 

令和２年度天草市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １，３５４，０２７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
 
7
0
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 後期高齢者医療保険料 834,844

1 後期高齢者医療保険料 834,844

2 使用料及び手数料 127

1 手数料 127

4 繰入金 475,558

1 一般会計繰入金 475,558

5 繰越金 1

1 繰越金 1

6 諸収入 43,497

1 延滞金、加算金及び過料 41

2 預金利子 1

3 償還金及び還付加算金 1,000

4 雑入 42,455

1,354,027

金 額

歳 入 合 計

-
 
7
1
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 総務費 35,557

1 総務管理費 33,723

2 徴収費 1,834

2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,282,288

1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金 1,282,288

3 保健事業費 34,682

1 保健事業費 34,682

4 諸支出金 1,000

1 償還金及び還付加算金 1,000

5 予備費 500

1 予備費 500

1,354,027

金 額

歳 出 合 計

-
 
7
2
 
-



議第３４号 

令和２年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算 

令和２年度天草市の浄化槽市町村整備推進事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １１９，８１２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４，０００千円と定

める。 

令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
 
7
3
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

2 使用料及び手数料 60,807

1 使用料 60,807

6 繰入金 59,004

1 一般会計繰入金 59,004

7 繰越金 1

1 繰越金 1

119,812

金 額

歳 入 合 計

-
 
7
4
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 浄化槽市町村整備推進事業費 98,846

1 浄化槽市町村整備推進事業費 98,846

3 公債費 19,966

1 公債費 19,966

4 予備費 1,000

1 予備費 1,000

119,812

金 額

歳 出 合 計

-
 
7
5
 
-



議第３５号 

令和２年度天草市国民健康保険診療施設特別会計予算 

令和２年度天草市の国民健康保険診療施設特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ２４２，０５３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

「第２表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５０，０００千円と定める。 

令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
 
7
6
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 診療収入 92,436

1 診療収入 92,436

2 使用料及び手数料 515

1 手数料 515

4 財産収入 6

1 財産運用収入 5

2 財産売払収入 1

5 繰入金 91,405

1 一般会計繰入金 91,405

6 繰越金 1

1 繰越金 1

7 諸収入 5,690

1 諸収入 5,690

8 市債 52,000

1 市債 52,000

242,053

金 額

歳 入 合 計

-
 
7
7
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 総務管理費 203,336

1 総務管理費 203,336

2 医業費 35,486

1 医業費 35,486

3 基金積立金 1

1 基金積立金 1

4 公債費 2,630

1 公債費 2,630

5 予備費 600

1 予備費 600

242,053

金 額

歳 出 合 計

-
 
7
8
 
-



第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事　　　項 期　　　間 限　度　額

診療所建設事業 令和3年度 503,311

-
 
7
9
 
-



第３表　地方債

（単位：千円）

起　債　の　目　的 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

国民健康保険診療施設整備事業 52,000

証書借入

又は

証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、利
率の見直しを行った後におい
ては、当該見直し後の利率）

政府資金についてはその融資
条件により、銀行その他の場合
にはその債権者と協定するもの
による。ただし、市財政の都合
により据置期間及び償還期限を
短縮し、又は繰上償還もしくは
低利に借換えすることができ
る。

-
 
8
0
 
-



議第３６号 

令和２年度天草市歯科診療所特別会計予算 

令和２年度天草市の歯科診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ５０，１４０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０，０００千円と

定める。 

令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
 
8
1
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 歯科診療収入 24,600

1 歯科診療収入 24,600

2 財産収入 172

1 財産運用収入 171

2 財産売払収入 1

3 繰入金 24,132

1 一般会計繰入金 24,132

4 繰越金 1

1 繰越金 1

5 諸収入 1,235

1 諸収入 1,235

50,140

金 額

歳 入 合 計

-
 
8
2
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 総務管理費 37,866

1 総務管理費 37,792

2 研究研修費 74

2 歯科医業費 11,874

1 歯科医業費 11,874

3 予備費 400

1 予備費 400

50,140

金 額

歳 出 合 計

-
 
8
3
 
-



議第３７号 

令和２年度天草市斎場事業特別会計予算 

令和２年度天草市の斎場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ８８３，６９８千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の

方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０，０００千円と定める。 

令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
 
8
4
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 使用料及び手数料 4,800

1 使用料 4,800

2 財産収入 28

1 財産運用収入 28

3 繰入金 82,567

1 繰入金 82,567

4 繰越金 1

1 繰越金 1

5 諸収入 2

1 預金利子 1

2 雑入 1

6 市債 796,300

1 市債 796,300

883,698

金 額

歳 入 合 計

-
 
8
5
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 斎場事業費 871,297

1 斎場事業費 871,297

2 公債費 10,401

1 公債費 10,401

3 予備費 2,000

1 予備費 2,000

883,698

金 額

歳 出 合 計

-
 
8
6
 
-



第２表　地方債

（単位：千円）

起　債　の　目　的 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

斎場整備事業 796,300

証書借入

又は

証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、利
率の見直しを行った後におい
ては、当該見直し後の利率）

政府資金についてはその融資
条件により、銀行その他の場合
にはその債権者と協定するもの
による。ただし、市財政の都合
により据置期間及び償還期限を
短縮し、又は繰上償還もしくは
低利に借換えすることができ
る。

-
 
8
7
 
-



議第３８号 

令和２年度天草市一町田財産区特別会計予算 

令和２年度天草市の一町田財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １０，９７１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

令和２年２月２５日提出 

          天草市一町田財産区管理者   

天草市長 中 村 五 木   

-
 
8
8
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 財産収入 79

1 財産運用収入 77

2 財産売払収入 2

2 繰越金 10,890

1 繰越金 10,890

3 諸収入 2

1 預金利子 1

2 雑入 1

10,971

金 額

歳 入 合 計

-
 
8
9
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 総務費 1,994

1 総務管理費 1,994

2 予備費 8,977

1 予備費 8,977

10,971

金 額

歳 出 合 計

-
 
9
0
 
-



議第３９号 

令和２年度天草市新合財産区特別会計予算 

令和２年度天草市の新合財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １，３７５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

令和２年２月２５日提出 

天草市新合財産区管理者  

天草市長 中 村 五 木   

-
 
9
1
 
-



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 財産収入 2

1 財産売払収入 2

2 繰越金 1,371

1 繰越金 1,371

3 諸収入 2

1 預金利子 1

2 雑入 1

1,375

金 額

歳 入 合 計

-
 
9
2
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 総務費 1,028

1 総務管理費 1,028

2 予備費 347

1 予備費 347

1,375

金 額

歳 出 合 計

-
 
9
3
 
-



議第４０号 

令和２年度天草市病院事業会計予算 

（総  則） 

第１条 令和２年度天草市の病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。  

  （１）病床数                                            357 床 

一般病床                                          208 床 

療養病床                                          103 床 

結核病床                                           46 床 

  （２）延患者数                                         230,948 人 

入院患者数  一般病床                                                             60,225 人 

療養病床                                                             28,835 人 

結核病床                                  1,825 人 

外来患者数  一般外来                                 133,901 人 

介護サービス                   6,162 人 

  （３）一日平均患者数                                        727 人 

-
 
9
4
 
-



入院患者数  一般病床                                                                165 人 

療養病床                                                                 79 人 

結核病床                                    5 人 

   外来患者数  一般外来                                                                   457  人 

介護サービス               21 人 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収    入 

 第１款 病院事業収益            3,953,389 千円 

  第１項 医業収益            3,269,698 千円 

  第２項 医業外収益             683,679 千円 

  第３項 特別利益                12 千円 

支    出 

 第１款 病院事業費用             3,951,171 千円 

第１項 医業費用            3,880,953 千円 

第２項 医業外費用               66,210 千円 

第３項 特別損失                8 千円 

第４項 予備費           4,000 千円 

-
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 250,736 千円は、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,992 千円、 過年度分損益勘定留保資金 239,744 千円で補てんするものとする。）。 

収    入 

第１款 資本的収入              209,096 千円 

  第１項 他会計出資金             209,096 千円 

支    出 

 第１款 資本的支出              459,832 千円 

  第１項 建設改良費              120,916 千円 

  第２項 企業債償還金             338,916 千円 

（一時借入金） 

第５条  一時借入金の限度額は、300,000 千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）収益的支出における医業費用・医業外費用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用す

-
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る場合は、議会の議決を経なければならない。 

（１）職員給与費                                      2,586,758 千円 

（２）交 際 費                                        748 千円 

（他会計からの補助金） 

第８条  一般会計からこの会計へ補助を受ける金額及び理由は、次のとおりと定める。 

款 項 金額 理由 

病院事業収益 医業外収益 139,947 千円 研究研修費、医師確保に要する経費等の一部を補助するため（一般

会計） 

（たな卸資産購入限度額） 

第９条  たな卸資産の購入限度額は、401,495 千円と定める。 

令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
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議第４１号 

令和２年度天草市水道事業会計予算 

（総  則） 

第１条 令和２年度天草市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。  

  （１）給水戸数            31,557 戸 

  （２）年間総給水量                  8,219,071  

  （３）一日平均給水量           22,518  

  （４）主要な建設改良事業 

ア 管路整備事業          291,949 千円 

イ 施設整備事業          122,408 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収    入 

 第１款 事業収益             2,633,016 千円 

  第１項 営業収益                1,899,068 千円 

  第２項 営業外収益           733,938 千円 

  第３項 特別利益                10 千円 

-
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支    出 

 第１款 事業費                2,475,394 千円 

第１項 営業費用                2,265,122 千円 

第２項 営業外費用           209,432 千円 

第３項 特別損失               640 千円 

第４項 予備費               200 千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，１６９，７８６千円は

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４７，１２９千円及び過年度分損益勘定留保資金１，１２２，６５７千円で補てんする

ものとする。）。 

収    入 

第１款 資本的収入           290,332 千円 

  第１項 出資金           225,099 千円 

  第２項 補助金            54,783 千円 

  第３項 工事負担金            10,450 千円 

支    出 

 第１款 資本的支出                1,460,118 千円 

  第１項 建設改良費           554,126 千円 

  第２項 企業債償還金          898,090 千円 

  第３項 返還金             7,902 千円 

-
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（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第５条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）営業費用と営業外費用（消費税及び地方消費税に限る。） 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第６条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の

金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（１）職員給与費                                          185,178 千円 

（他会計からの補助金） 

第７条  一般会計からこの会計へ補助を受ける金額及び理由は、次のとおりと定める。 

款 項 金額 理由 

事業収益 営業外収益 512,005 千円 水道事業会計の経営基盤確立のため。 

（たな卸資産購入限度額） 

第８条  たな卸資産の購入限度額は、１，０００千円と定める。 

令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
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議第４２号 

令和２年度天草市下水道事業会計予算 

（総  則） 

第１条 令和２年度天草市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）処理戸数            12,928 戸 

 （２）年間総処理水量                 3,980,700  

 （３）一日平均処理水量            10,906  

 （４）主要な建設改良事業 

ア 管渠建設改良事業                  190,288 千円 

イ ポンプ場建設改良事業            20,550 千円 

ウ 処理場建設改良事業                  221,477 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

-
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収    入 

第１款 事業収益                1,939,533 千円 

第１項 営業収益           848,474 千円 

第２項 営業外収益                1,091,059 千円 

支    出 

 第１款 事業費               1,865,458 千円 

  第１項 営業費用               1,747,525 千円 

  第２項 営業外費用                 116,341 千円 

  第３項 特別損失                            592 千円 

  第４項 予備費                   1,000 千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６５７，０９９千円は、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１５，６１６千円、 過年度分損益勘定留保資金２１６，７２０千円、 当年度分損益勘定

留保資金４２４，７６３千円で補てんするものとする。）。 

収    入 

第１款 資本的収入                                         479,487 千円 

第１項 企業債                                          207,200 千円 

第２項 補助金                                          191,500 千円 

 第３項 受益者負担金及び分担金                                   10,131 千円 

 第４項 工事負担金                                         70,656 千円 

-
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支    出 

第１款 資本的支出                                        1,136,586 千円 

 第１項 建設改良費                                        432,724 千円 

 第２項 企業債償還金                                       703,862 千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事   項 期   間 限 度 額 

天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規程に基づく利子補給

（令和２年度） 

令和３年度～令和７年度 683 千円

年度別内訳 

     令和３年度 

     令和４年度 

     令和５年度 

     令和６年度 

     令和７年度 

244 千円

189 千円

136 千円

84 千円

30 千円

天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規程に基づく損失補償 
金融機関が補償の履行日とし

て指定する期間 

天草市水洗便所等改造資金の利子補

給等規程に基づき改造工事を行う者

に対し、金融機関が１箇所（世帯）

につき 700 千円以内で貸付けた融資

総額の 50％を限度に損失補償 

-
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（企業債） 

第６条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

建設改良事業 207,200 千円 

証書借入 

又は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、利率見直し方式で

借り入れる資金について、利

率の見直しを行った後にお

いては、当該見直し後の利

率） 

 政府資金についてはその融資条件に

より、銀行その他の場合にはその債権者

と協定するものによる。ただし、市財政

の都合により据置期間及び償還期限を

短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借

換えすることができる。 

 （一時借入金） 

第７条  一時借入金の限度額は、４００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）営業費用と営業外費用（消費税及び地方消費税に限る。） 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用す

る場合は、議会の議決を経なければならない。 
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（１）職員給与費                                           102,323 千円 

（他会計からの補助金） 

第１０条  一般会計からこの会計へ補助を受ける金額及び理由は、次のとおりと定める。 

款 項 金額 理由 

事業収益 

資本的収入 

営業外収益 

補助金 

557,934 千円 

110,500 千円 
 下水道事業会計の経営基盤確立のため。 

令和２年２月２５日提出 

天草市長 中 村 五 木   
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